
別記様式（第 14 条関係） 

 

附属機関等会議録 

令和元年１０月１０日  

会 議 の 名 称 令和元年度  第２回金谷公民館運営審議会  

開 催 日 時 

               13 時 30 分から 

令和元年１０月１０日（木） 

               15 時 10 分まで 

開 催 場 所  島田市立金谷公民館  会議室３  

会 議 の 議 題  

（１）前期の公民館運営状況報告について  

（２）後期の開設講座について  

（３）次年度の予定  

（４）その他  

   ・連絡事項  

会議の公開又は全

部若しくは一部の

非公開の別 

 

公開 ・ 非公開（ 全部 ・ 一部 ） 

会議の全部又は一

部の非公開の理由  
 

公 開 の 場 合 の  

傍 聴 人 の 数  
０人  

出 席 者 の 氏 名 等  

（公民館運営審議会）鈴木美香委員（会長）、杉山

八郎委員（副会長）、石川雅子委員、鈴木曠雄委員  

（社会教育課）南條課長  

（金谷公民館）田原館長、山本、諸田   計８人  

会 議 の 結 果  

 社会教育課長及び会長のあいさつの後、議題に移る。 

 

会長の進行により行う。議題の内容は以下のとおり。 

 

【議題】  

１．前期の公民館運営状況報告について  

２．後期の開設講座について  

３．次年度の予定  

４．その他  

 

※資料を基に金谷公民館より説明した。 

話題に上がった主な意見、質疑や問題点を次に記す。 

 

①学生（中高生）が勉強のため利用していると思われるが、

統計はとっているのか。（委員） 

・図書館は学習室があるが、金谷公民館には１階の休憩コー 

ナーとロビーに机と椅子があり、現状はオープン利用とし 



て学生が勉強等で利用をしている。公民館が開館している 

際は自由に利用出来るため、現状は統計をとっていない 

が、かなりの利用はある。（金谷） 

・利用簿等を用意し記入してもらうなどの方法で人数を確認 

する方法も検討してみてはどうか。（課長） 

 

②金谷宿大学の利用者が減っているが理由はあるか。（委 

員） 

・本年度開講講座が昨年度よりも減り、それにより受講者も 

減ったのではないかと思われる。（金谷） 

 

③自衛消防訓練を実施しているとのことだが、最近  

様々な場所で不審者が出るとの話がある。公民館と  

しては不審者に対しての訓練の実施はあるか。（委  

員）  

・不審者に対しての訓練は実施したことはないが今後  

検討したい。（金谷）  

 

④公民館で様々な講座を実施しているが、高齢者で特  

 に中心部より離れた地区の方々は移動手段も少ない  

 ことから参加しにくい状況にあると思われる。遠方  

の地区への出前講座を検討してみてはどうか。（委  

員）  

・出前講座も良い方法だと思われるので今後検討しま  

す。（金谷）  

 

⑤毎年のことだが、 10月の公民館まつりの実施につい  

て、他の大きなイベントや金谷地域の行事（地域の  

祭り）と重なっている。地域のイベントと調整して  

実施時期を変えることは出来ないか。（委員）  

・公民館まつりは、公民館利用者の方々により運営組  

 織を立ち上げ実施時期、実施内容を決めておりま  

す。過去 11月の上旬に実施していたこともありまし  

たが、金谷コミュニティ委員会が実施している金谷  

文化産業祭と重なることもあって、現在の時期に  

なったと聞いています。委員からお話のように他の  

イベントとの重複をなるべく解消するよう現在公民  

館まつりについては、金谷コミュニティ委員会と合  

同で開催が出来ないか検討を始めたところです。  

（金谷）  

 

 



⑥利用者の清掃活動があるが、ワックスを用意して  

塗ってもらうことは出来ないか。（委員）  

・清掃については、日常清掃と定期清掃の業務委託を  

実施しております。定期清掃業務でフローリングの  

清掃を実施しており、その際ワックスも実施してい  

ると思われますので確認します。（金谷）  

 

連絡事項  

① 10月から消費税引き上げに伴う施設使用料が改定されてい 

ることについて報告した。 

②次回の運営審議会は令和２年２月 20日（木）を予定  

提出された資料等 

・前期の公民館運営状況報告について  

・後期の開設講座について  

・次年度の予定  

・その他（公民館まつり、 10月号かわら版、他）  

会議を所管する課

の名称 
教育部  社会教育課  

その他必要な事項  

 


